
避難の流れ 

市が指定する避難場所・避難所への避難の流れは下記のとおりです。 

緊急避難場所 

公立小中高校等、公園・緑地 

災害の種類ごとに選定 

（地震・洪水・土砂災害・大規模火災）

避  難  者 

第２次避難所 
公立高校の体育館等、ドリーム２１、リージョンセンター 

一時(いっとき)避難場所 

（激しい地震の直後や大規模延

焼火災） 

緊急避難場所のうち、学校の運動

場または、公園・緑地で概ね1ha以

上の面積を有する 

さらに広域避難の

必要があるとき 

広域避難場所

（激しい地震の直後や大規模火災の延焼拡大）

第１次避難所 
市立小学校等５１箇所、中学校等２６箇所、その他１箇所の体育館等 

（第１次避難所に指定する市立小中学校等は緊急避難場所を兼ねています） 

不足する場合

なお、不足する場合 

避難した市民等が災害の危険がなくなるまで一定期間滞在し、または災害によ

り自宅に戻れなくなった市民等が一時的に滞在する必要があるとき第１次避難

所から順次、指定避難所を開設します。 

第３次避難所 
私立高校・大学等体育館等避難所として承諾された施設 


